
れています。令和５年度高畠町一般会計決算における社会保障関連施策経費への充当状況については、下記のとおりです。

【歳入】地方消費税交付金（社会保障財源化分）

【歳出】地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられた社会保障施策に要する経費

（単位：千円）

地方消費税交付金（社会保障財源化分）は、各事業の一般財源の比率に応じて充当しています。

1,624,279

※１

合　　　計 3,680,553 1,640,646 0 99,856 315,772

219,823 73,104 0 24,333 19,921 102,465

母子保健事業 25,932 9,180 0 84 2,713

168,417 62,938 0 24,039 13,256 68,184

810,786

保健衛生

保健衛生事業 25,474 986 0 210 3,952 20,326

疾病予防対策事業

小計 1,195,933 227,520 0 0 157,627

13,955

小計

380,103 67,415 0 0 50,896 261,792

介護保険事業 460,287 17,872 0 0 72,011

190,948 86,829 0 0 16,947 87,172

711,028

社会保険

福祉医療事業 164,595 55,404 0 0 17,773 91,418

国民健康保険事業

小計 2,264,797 1,340,022 0 75,523 138,224

370,404

後期高齢者医療事業

90,295

児童福祉事業 1,407,506 925,301 0 52,358 69,959 359,888

障がい者福祉事業 508,459 400,609 0 1 17,554

91,740 4,862 0 19,457 10,974 56,447

その他

社会福祉

社会福祉事業 257,092 9,250 0 3,707 39,737 204,398

老人福祉事業

区分 事業名
令和５年度
決算額

財源内訳

特定財源 一般財源

国・県
支出金

地方債 その他

地方消費税
交付金
（社会保障
財源化分）

地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障施策に
要する経費

平成26年4月1日より消費税（国・地方）は5％から8％に、令和元年10月1日より8％から10％に引き上げられて

おり、地方消費税交付金の増収分については、その使途を明確化し、社会保障施策に要する経費に充てるものとさ

315,772 千円

3,680,553 千円


